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午前９時 00分開会 

○議長（沖田  守君）  おはようございます。 

 昨年の７月２８日のあの未曽有の大災害から、町民が山口線の全線開通を非常に早い

復旧で、何とか早く全線開通をあるいはＳＬの復活をと願っておりましたが、幸いなこ

とにこの８月２３日から全線が開通し、なおＳＬが再び我が町へやって来る、こういう

朗報であります。 

 町長を初め町当局については、大変な御苦労があると思いますが、この２３日を皮切

りに津和野が再び活気を取り戻すようなそういう施策等を含めて、精いっぱいの御努力

を願いたい。我々町民も、我々議員も含めて、心待ちにしておるところであります。 

 さて、本日、平成２６年第６回津和野町議会臨時会が招集されましたところ、議員各

位にはおそろいでお出かけをいただきましてまことにありがとうございます。 

 本日は、丁泰仁議員の欠席の届け出があります。 

 ただいまの出席議員は１１名であります。定足数に達しておりますので、平成２６年

第６回臨時会を開会し、直ちに会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（沖田  守君）  日程第１、会議録署名議員の指名。 

 会議録署名議員は会議規則第１２６条の規定により、２番、川田剛君、３番、米澤宕

文君を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（沖田  守君）  日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１日限りといたしたいと思います。これ

に御異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  御異議なしと認めます。よって、会期は本日１日限りと決定

いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第１０１号 



○議長（沖田  守君）  日程第３、議案第１０１号平成２６年度津和野町一般会計補

正予算（第３号）を議題とします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  皆さん、おはようございます。 

 本日は、臨時議会の招集をお願いいたしましたところ、皆様にはおそろいで御出席を

賜りまして、まことにありがとうございました。 

 今臨時議会に提案をいたします案件は、補正予算案件１件でございます。慎重審議を

賜り、可決賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

 議案第１０１号平成２６年度津和野町一般会計補正予算（第３号）についてでござい

ますが、歳入歳出それぞれ２,８６０万円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ９５

億２,７３８万３,０００円とするものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。どうぞよろしくお願いを申

し上げます。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（福田 浩文君）  それでは、議案第１０１号を御説明をいたします。 

 まず、４ページをお開きください。第２表の債務負担行為の補正でございます。 

 追加といたしまして、青原・左鐙地域つわの暮らし推進住宅管理運営委託業務の契約

に伴うもので、期間につきましては、平成２７年度から５１年度の２５カ年間でござい

ます。限度額を２１９万８,０００円とするものでございます。 

 ５ページをごらんください。第３表の地方債補正でございます。 

 変更といたしまして、過疎対策事業を２,１８０万円増額するものでございます。詳

細につきましては、事項別明細書のほうで御説明をいたします。 

 それでは、歳出のほうから御説明いたしますので、１２ページをお開きください。 

 総務費の住民協働推進事業費でございます。つわの暮らし推進住宅整備事業の工事請

負費といたしまして、２,８６２万円の増額をしております。 

 なお、工事費増額等の詳細につきましては、後ほどつわの暮らし推進課長より御説明

を申し上げます。 

 それでは、歳入のほうを御説明いたしますので、１０ページのほうにお戻りください。 

 まず、地方交付税でございます。先ほど歳出で御説明いたしました、つわの暮らし推

進住宅整備事業の工事請負費の増額分のうち、この後御説明いたしますが、過疎対策事

業債を充当した残りに対しまして、普通交付税６８０万円を増額の上、充当しておりま

す。 

 次に、町債でございます。総務債の過疎対策事業債でございますが、つわの暮らし推

進住宅整備事業の工事請負費の増額によりまして、定住促進団地整備事業２,１８０万円を

増額をしております。 

 以上でございます。 



○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  それでは、詳細について御説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 まず、４ページの第２表債務負担行為補正ということでございます。 

 議会の皆様にはこの青原・左鐙地域のつわの暮らし推進住宅の建築ということで、先

般、ＰＦＩの方法によりこれを実施させていただきたいということで、全員協議会のほ

うで御説明をさせていただきました。この中で、管理運営というふうについては、先般

の全員協議会の中では造成・建築というところで、あるいは民間資金の活用は行わない

ということで御説明を申し上げてきました。 

 で、その後の検討のところで、造成・建築、管理運営、ここまで含めて今回このＰＦ

Ｉの事業で行いたいということで、今回のこの管理運営部分について委託業務として、

債務負担行為を提案させていただくということになったところでございます。 

 ７月の１４日に事業説明会を行いまして、町内企業を中心に９社、説明会には来られ

たところでございます。それを受けて質問票等を提出していただいて、その質問に答え

る形で、７月末までのところで一定の事務処理は終了したところでございます。 

 参加表明につきましては、８月１日を期限ということで、二つのグループから参加表

明があったということで、現状的にはそういった質問等にお答えする形で、今回の補正

予算も提案をさせていただくというような流れに今なっているところでございます。 

 まず、１点目のこの債務負担行為の補正でございます。２５年間という町営住宅とし

ての管理運営ということで、期間を平成２７年度から５１年度までということで定めて

おります。その２１９万８,０００円の中身でございます。 

 このＰＦＩによるこの住宅建築というところでいいますと、特別目的会社を設立をし

ていただくということで、今回二つのグループでも代表企業、関連企業、協力企業とい

うことで、それぞれグループとして参加表明がなされているわけですが、その特別目的

会社の法人町民税部分、１年に６万円かかります。それを設立をしていただくために、

法人町民税かかるということで、その６万円の２５年分、それが一つの内訳として１５

０万円ということでございます。 

 それから今回、この管理運営委託として業務内容としては、一つには家賃徴収という

のをやっていただくことにしております。５棟分ということで家賃徴収、それから苦情

処理、苦情処理といいますか、問い合わせ、そういった家のふぐあい等にも対応してい

ただくということで、そういった人件費等のもろもろの部分を含めて６９万８,０００

円、２５年分ですが予定をしておりまして、トータルが２１９万８,０００円ということ

で、１年間に直しますと約８万７,０００円ということで、この委託業務については考

えているということでございます。 

 ここで、２５年間の管理運営委託というのを家賃徴収あるいは家のふぐあい等を含め

て、このＳＰＣ（特別目的会社）のほうにやっていただく、そういった部分の金額を今



回限度額２１９万８,０００円として計上させていただいたというのが１点目でござい

ます。 

 それから、続きまして歳出のほうに移ります。１３ページをごらんください。 

 この２,８６２万円の内訳でございます。基本的には、これ建築にかかる部分と、そ

れから一部水路の設置というようなところがございまして、そういった内容で今回補正

をさせていただきますが、まず基本的にこのつわの暮らし推進住宅、１棟当たり１,５

００万円ということで、これ税抜きですが、当初からこの住宅を建築するに当たっては、

基本的な金額として私ども押さえていたところでございます。 

 先進事例ということで美郷町の事例を参考にさせていただきながら、この１,５００万と

いう設定をさせていただいたところでございます。 

 先般の説明会では、高津川流域の材を使うとか、そういった要求水準内容をある程度

の説明をさせていただきましたが、お隣の吉賀町さんにも同じような建築があって、そ

の分と比較してもだいぶまあ、この単価的には低いのではないかというような意見とい

うものを質問票の中でもいただいたところでございます。 

 その中で１,５００万という内容のところを精査をさせていただきまして、今回まず

１点目として、津和野町の木材の利用促進に関する基本方針、これに基づいて単価のほ

うを確認させていただいたところ、１戸あたり約２０６万円、この部分の５戸分１,１

１２万４,０００円、この部分を今回追加をさせていただきたいということ。 

 それから、２点目として、合併浄化槽。この部分が、美郷町でいいますと下水の関係

の整備したところに建てとるというところで、そういったところの経費が、私どもまあ

見込んでなかった部分がございまして、合併浄化槽設置にかかる経費として１戸当たり

１２０万、５人槽になりますが５戸分で６４８万円。 

 それから、３点目として、青原地域の排水路。これが、排水路まで行くところについ

て、当該私どもが準備しとる土地から民地を通らなくてはその排水路まで行かないとい

うようなところがございまして、県道津和野田万川線の片側のところで延長４０メート

ル幅３０センチの角フリューム管の設置をさせていただきたいということで、この設置

するための工事が１２９万６,０００円ということで、内訳として３点目として、上げ

させていただいたということです。 

 それから、４点目としては、沿線単価のところの部分が積算基準の改定がございまし

て今後かなり上がるというところで、実際のところ８％程度の増額を見込んでおります。

その８％といいますと、１棟当たり１９４万４,０００円の５戸分ということで、全体

的には９７２万円ということで、この４点について見直しをした結果、増額をする必要

があるということで、今回御提案をさせていただきたいというふうに考えております。 

 したがいまして、今回つわの暮らし推進住宅、この補正予算の額でいいますと、建築

費の合計は税抜きで１,９７２万になります。 



 坪単価が６８万約５,０００円ということで吉賀町さんの部分については、一応７５

平米の一戸建てで、坪単価８５万８,０００円ということでお聞きをしておりますが、

諸経費等の部分とかで差が出とるものと思っておりますが、そういったところで今回の

補正を提案をさせていただくということでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。ありませんか。質疑ありませんか。４番、岡田克也君。 

○議員（４番 岡田 克也君）  今回、浄化槽等が見込んでなかったということで木材

も使うと、いろんなことがあるわけでありますけども、２,０００万程度上がるとい

うことで、５カ年ていえば１億ほど上がる計算になると思いますけども、かなり、こ

れからも財政的に合併特例債や合併特例の交付税が廃止となる中で、かなりの重い負

担になってくると思いますけども、できるだけやはりこういうものも軽減してやって

いかなきゃいけないのではないかと思いますが、これが計上されてなかったとか、ま

たこういうふうにかかるからということで、どんどん増額していくということは、町

の財政を考えるときにはどのようなものかとも思いますけども、その点についてお答

えいただきたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  今回の補正については、大変申しわけなく

思っております。 

 基本的に美郷町の事例を参考にということで、その１,５００万という基本的なとこ

ろの考え方の中で、この事業を進めようということで考えておりました。 

 しかしながら、議員御指摘にあったように、そういった私どもの考え方あるいは確認

の部分で未確認のところが出たということで、今後については、この最終的にやはり皆

さんのところで、定住対策としての住宅ということで今回位置づけておりますので、そ

ういった部分で役に立てていきたいというふうに思っておりますが、一方では議員御指

摘のように、財政負担というところも考えなくてはならないというところがございます。 

 今からこの５棟分あるいは今後の２０棟分というところでいいますと、ある程度この

金額のところが、やはり参考といいますか、基準になってくるというような考え方も持

っているところでございます。そこの辺は財政負担も考えながらということで、今、要

望的には木部の４棟分というところが来年度もまた決まっておりますが、そういうとこ

ろも勘案しながら、この事業については御指摘のところの部分でより精査をしながら図

っていきたいと。今後の補正については、そういったところについてもより慎重に内容

を精査さしていただいて、議員御指摘のところがないような形で努めていきたいという

ふうにも考えております。 

○議長（沖田  守君）  １１番、板垣敬司君。 



○議員（１１番 板垣 敬司君）  ちょっと伺いますけど、新たにＰＦＩでやる中で、

特別目的会社の設立が必要になってきたと、そしてその設立することによって、今回

その建設を請け負う新しい会社に当然その法人税が課せられるがゆえに、まあ、これ

は今回の債務負担行為として上げられましたが、質問なんですけど、ことしは青原と

左鐙が建設されまして、それに参加、今、表明があった２社のうち１社がその５軒を

建てられるんだと思うんですが、次年度以降はこの新しくことし設立された会社以外

の方が、またそういう建設にかかわることがあるんでしょうか。 

 そうすると、また今後２５戸を建てる際に、目的会社を設立するたびにこういう予算

が必要になってくるのかなと。家賃の徴収業務等についても、それぞれが物件ごとに、

年度ごとの物件ごとに、そういう業務を委託せざるを得ない、委託をせんにゃいけんの

かと。 

 何か非常にＰＦＩというのは、ものすごくこれからの財政事情から考えて、それから

民間活力からも非常に優位であって、これは、と思って我々まだ十分理解はしておりま

せんが、何かこうややっこしいというか、ほんとにメリットがあるのか、いろいろあり

ますが、とりあえず今後２５軒を設立するに当たりまして、年度ごとのその目的会社と

いうものはどうなるんでしょうか。その辺についてお伺いします。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  特別目的会社はその１年ごと、一つ、その

事業ごとに特別目的会社を設立をしていただくということになりますので、今回はこ

の左鐙・青原地域のつわの暮らし推進住宅、来年は木部地域のつわの暮らし推進住宅

として、今回応募された方あるいは応募されなかった方も、また一からそういった会

社を設立していただくということになります。 

 議員御指摘のとおり、その２５年間の管理運営業務というのは、それぞれの事業で特

別目的会社というのを設立しますので、今回あるようなその債務負担行為というのを木

部地域は木部地域として、また同じように立てていくと、計上さしていただくというよ

うな形になっております。 

 今回このＰＦＩの事業につきましては、先般の説明会に来られた企業の皆さんにもお

話をさしていただいたおりますが、実際この町内企業の方々もなかなかこのＰＦＩとい

う事業をあんまり御存じないといいますか、そういった手法については今初めてのよう

なところの部分が大きいところでございます。 

 メリットの部分のところがしっかりないと、私どももこれやっとる意味が基本的には

なくなるということにもなろうかと思います。 

 全国的にはこういったＰＦＩの中の活用の中で、役場の人員不足であるとか、企業側

からの提案内容あるいはコストの削減というような形で、一応はそういったところの部

分で、公用されとるところが大きいわけなんですが、私どもやっとる部分が今回ＰＦＩ

事業としては、６７０番目ぐらいの形になるということで聞いております。 



 この制度の中身については、今回９月の１８日にこちらから懇談会という形で、うち

がアドバイザーにお願いしています国土政策研究所の事務局長さんに一緒に来ていた

だいて、この辺の中身のところの御説明もさしていただいたらというふうに考えており

ます。制度的な中身のところの部分のあらかたのところは説明をさしていただきたいと

いうふうに考えております。 

 このＰＦＩをやりながら、本来の目的は、やはり民間資金の活用というところをいか

にまあこう活用して、町の財政的なところを補っていくかというところにあります。こ

こを成功させて私どもとしては２段階、３段階目の次のところで、まだ計画自体ありま

せんが、ＰＦＩ事業を進める中で、メリットが出るような形というのを町内企業皆さん

方と一緒に、この事業の展開っちゅうのを将来的に考えたらというふうには思っている

ところでございます。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  若干の補足をさせていただきたいと思います。 

 今回このＰＦＩ方式やるということは、特に、これからやはり津和野の町なかあるい

は日原の中心部もそうだと思います、こうしたところは民間資金をうまく活用して、過

疎債は使わずにやりたいという思いがありますので、そうした中で今回試験的にこのＰ

ＦＩ方式をやることで、今後そうした中心地域を中心にして社会資本交付金、それから

半分は民間資金を使っていただいた中で、町財政負担かからないように、この町なかの

ほうは、やっていきたいという思いがありますので、そのために民間会社もまだまだこ

のＰＦＩ方式になじみがないということから、これを１回取り入れてまずはやってみよ

うと、負担がないところでということで始めているということを御理解いただきたいと

思います。 

 そこは置いておきまして、今回のこの債務負担行為でかかります維持管理の関係であ

ります。これがＰＦＩ方式でＳＰＣという法人をつくれば、それはこれからも事業をす

るごとにつくっていくことになりますので、余計な経費がかかるんじゃないだろうかと、

そういう趣旨の御質問であろうかというふうにも思っております。 

 実際、課長お話をしたように、今後も木部あるいは町内、これから５年で２５戸やっ

てまいりますので、それごとに確かにこのＳＰＣという法人がふえていきますのでその

都度、こういう債務負担行為というのをまたお願いをしていかなきゃなりません。 

 ただ、それはじゃあ無駄かというと、決してそうは我々としては捉えておりませんで、

今回のこの例えば２１９万８,０００円のうちの大部分は、法人の町民税でありますの

で、１５０万部分については、これはもともと町に返ってくるもんだという考え方にな

ります。あとの６９万８,０００円という部分が、これがＳＰＣが実際管理運営をして

いただく経費になってくるわけでありますけれども、ただこれが今後２５棟つくったと

きに、町のほうでこの住宅の入居者の管理をしていくということになりますと、恐らく

もう、今の町営住宅の管理で我々精いっぱいでございますので、恐らくまた１人職員を



雇用して管理をしていかなきゃならない、というようなことにもなりかねないというふ

うに考えております。 

 まあ、定員管理計画もありますので、実際それができるかどうか、それはまた別の話

になってまいりますが、それを考えたときに２５年間で６９万、約７０万、これが仮に

ＳＰＣがもう四つできて最終的にこの数が５倍になって、３５０万ということになるか

と思いますが、これはもう２５年間でのトータルの数字でありますから、それを年間に

割るとそんなに大きな金額じゃないということで、１人職員を雇うことに比べると、相

当なやはり経費の削減になると、そういうふうに我々としては位置づけております。そ

ういう面からも今後やはり、こういう町営住宅の管理というのは、できるだけ定員管理

計画の問題もありますので、外部委託をしていく方向でも考えておりますから、そうい

う考え方に沿ったものでもあるというところでございます。 

○議長（沖田  守君）  １１番、板垣敬司君。 

○議員（１１番 板垣 敬司君）  町長も言われますように、いずれその法人町民税６

万円は、一応出すけどもまたこっち返ってくる、その理屈はわかりますけども、本来

はやっぱり新しい事業に取り組まれるなら、新たな設立会社をつくってでもやってや

ろうという、そういうように事業はなっていかないと、何か後ろ盾があって、後ろ盾

があって、だから何かやりなさいよ、やりなさいよということになると、何かやっぱ

り民間の、やれんけえ、こうやってみたがどうもまだ実際には工事が十分整わないの

で、もう少しこの辺は補正的にならないだろうかとか、どうもその甘えの体質が出て

くるようにも思えてなりませんが、まあ、いずれにしましても、９月の１８日には我々

議会にもそのアドバイザーをお呼びして、勉強会をするということでいいんでしょう

か。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  この日程で調整をさしていただいておりま

すので、やらさしていただければと思います。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありませんか。３番、米澤宕文君。 

○議員（３番 米澤 宕文君）  津和野地域でも今後、候補地を出される動きがありま

す。したがって、旧津和野町地域、ここでおきましては、地価単価がかなり上がると

思いますが、そこまで今後出されれば、かなりの金額になると思いますが、そこまで

考慮されておられますか。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  １２地域のまちづくり委員会に皆さんに平

等に、このつわの暮らし推進住宅の整備ということで御提案さしていただいておりま

す。ただまあ、先ほどからありますような財政的な負担というところはございます。

それと、町長が答弁していただきましたが、民間資金の活用というような部分も考慮



しながら、それは要望が出ればそういったところで検討はさしていただくという姿勢

でおります。 

○議長（沖田  守君）  １０番、京村まゆみ君。 

○議員（１０番 京村まゆみ君）  ＰＦＩ方式を導入ということも含めて、かなり当初

の予定よりもおくれておると思います。７月入居者募集ということが、いまもってま

だ募集が始まっていない。また、９月１８日にまた議会に対しての説明だということ

なんですけど、一体、今後のタイムスケジュールはどうなっているのかということを

お伺いいたします。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  今回、臨時議会で御提案をさしていただい

たのは、この予算の総額というところの部分を今回可決していただければ、公表して、

今回参加表明をしている２社が、それを見て提案書を提出するということで、当初の

提案書提出については９月の１日を予定しておりました。 

 ただ、今回の臨時議会からの期間では若干まあ短いということで、なるたけ早目にと

いうことで、対応的には９月の中旬までに提案書を提出をしていただきます。 

 その後、審査を行います。議会最終日のところまでにこの審査会を終わらせて、基本

的には二つ今参加表明いただいておりますが、１社を決定さしていただいて、９月の末

の議会のところで、仮契約の御提案をさしていただけたらというふうに考えております。 

 ここで業者が決定をしますので１０月１日から公募開始ということで、あわせて業者

のほうには造成に入っていただく、まあ、そういったところになります。 

 で、１１月の初旬のところぐらいまでを公募期間ということで、中旬に今度は入居さ

れる方の審査を行いまして、中旬ぐらいには入居者も決定して、今回はつわの暮らし推

進住宅というのは、入居者が決まってから建て始めるということになりますので、この

１１月の中旬に入居者が決まってから、業者と打ち合わせをさしていただいて、どうい

った部分かというところの家の間取り等も若干あろうかと思いますが、そういったとこ

ろで業者打ち合わせ、下旬までのところで行って、建築に入るというようなスケジュー

ルで今考えているところでございます。 

○議長（沖田  守君）  １０番、京村まゆみ君。 

○議員（１０番 京村まゆみ君）  そのスケジュールで行って、３月末までで間に合い

ますか。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  多少その事例も含めて、期間的な部分につ

いても私どもも心配しているところございます。 

 期間は議員御心配のところで、短いというようなところがありますが、大体その日程

の中で建てられるものというふうに考えております。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありませんか。１番、後山幸次君。 



○議員（１番 後山 幸次君）  一、二点お伺いしたいと思いますが、本住宅整備事業

は、町長のお考えではＰＦＩでやられる場合、もう旧町内では建設が難しい、それで

やはり村部に向けてやっていくんだというお気持ちであろうと思います。 

 おそらく町の中にこういった建築をされる場合は、本来民間資金の活用といったもん

とあわせて、町なかで計画していきたいというお気持ちであろうと思います。 

 とは申しましても、これからあと５年間、２５戸を建てられるわけでございますが、

これからの選択場所も大変だろうと思っております。そんな中で、今回建設されるのに

やはり高津川の森林組合からも要望があったと思いますが、建築されるのに国内産の材

料、要するに高津川のこの近辺の材料で建てていきたいというお気持ちもあろうと思う

んですね。そうした場合に本当にこの２５戸分、まあ、ことしはそりゃあ５戸分である

んで需要は間に合うと思いますが、仮に、高津川の森林組合でこれだけの材料がストッ

クできるのか、本当にそういった面も話しておられるのか。 

 そうしますと、益田あたりの木材センターとかほかの会社から、材料の導入というこ

とになろうと思いますが、そうした場合に、やはり外国産の材料でも使われるようなこ

とになるんじゃないかっちゅう懸念があるんですが、一応高津川産の材料で建設するん

だと、いうふうなお気持ちでいかれるのかどうか。 

 それで今、高津川森林組合とどのぐらいの材料を確保されておるのか、そういったこ

とも当たっておられるのか、それはこれからＰＦＩのほうでやられるのか、そのところ

をちょっとお聞かせいただきたい。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  基本方針に基づいた中で、１２月先般、去

年の１２月ですか、議員御指摘のとおり、森林組合からも利用してほしいというとこ

ろの請願を出されたかと思います。私どももその要求水準の中にもそういったところ

を記入をさしていただいて、方針でいいますと国産材の７割、高津川流域材を５割と

いうような方針のところは、この方針に基づいて行っていきたいというふうには考え

ております。 

 で、議員御質問の高津川森林組合との協議はというところは、現在まだ行っておりま

せん。基本的にはそういう方針でいきたいというところでございます。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありませんか。７番、寺戸昌子君。 

○議員（７番 寺戸 昌子君）  えっと……。 

○議長（沖田  守君）  マイクへ向かって、マイク。 

○議員（７番 寺戸 昌子君）  マイク、はい。 

 当初の計画から補正がこんなにたくさん出るっていうのは、やっぱり最初の段階での

こう、練り方が足りなかったなっていうのを感じます、こちらとしては。 



 それに、ほかの議員の方がいろいろ質問されているのを聞いた中で、建物が建って町

外から移住して来ていただいた方が、これから先、住むためにはやはりその住む地域の

ことをしっかり知っていただきたいっていうのと、住む前にですよ、決定する前に。 

 それとその地域の方が、その住まれる方をよく知らなきゃいけないっていう気持ちが

すごくあると思うんですけど、その中でさっきの予定の中で、１１月初旬まででその入

る方を決め、公募を終わらせて１１月の半ばにはもう入居者決定っていう、ほんの半月

の間に決定してしまって大丈夫なんだろうかっていう、その地域の方と、新しく住まわ

れる方とのこの理解がちゃんとできるんだろうかっていうのを、不安を持ちました。 

 その辺の建物が建った後２５年間住まれる方に対するケアは、もういろいろ立てられ

ているのかなと思いますが、それをお聞かせください。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  最初、このつわの暮らし推進住宅の最初の

要望というのは、まちづくり委員会から要望していただくということで、そういった

ところでまずは受け入れる側のところがこの住宅の制度、まあ、中身を理解していた

だいて、町に要望して今回左鐙と青原の要望された土地に今回建築するというのが１

点。それからもう一点は、今、青原地域でも青原のことをマップにしたりとか、ある

いはその青原地域の中でどういったことがあるのかというような、まあ紹介をするよ

うなものをまちづくり委員会のほうで作成をしていただいております。左鐙のほうも

同じような形で作成をされると思いますが、そういった形で地域側としての受け入れ

については、議員の御質問については、そういった形で今受け入れを考えていると。

受け入れのほうをですね。 

 で、審査のところも、この審査委員会はまちづくり委員会の当該地域の代表の方に入

っていただいて、どなたに入っていただくかというところの入居決定をさしていただき

ますので、地域側から見られる方というのは、会長さんということにはなりますが、そ

ういった形で入居者を決定していくということと、あとフォローについては、ことしの

４月から、つわの暮らし相談員を２名ほど配置をさしていただいております。このつわ

の暮らし相談員のほうも、現状的には今、津和野の紹介の部分で、今後入ってこられる

方がいろんな面で困らないようにガイドブック的な物も今作成をしているところです

が、まあ実際入ってこられて、地域の人のかかわりはあるんですが、もちろんですが、

つわの暮らし相談員、今２名のところでお世話を最初していくということで、人的支援

も考えておりますので、そういった体制の中で入ってこられる方については、フォロー

していきたいというふうに考えております。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ありませんね。つわの暮らし推進課長。 



○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  先ほど懇談会ということで、私のほう御説

明をさしていただきましたが、懇談会のほうは１８日の本会議終了後ということで設

定をさしていただいたらというふうに考えております。（発言する者あり） 

 その懇談会については、説明会のほうに国土政策研究所のＰＦＩ事務局長の伊庭さん

に出席をしていただくということで、本会議終了後に懇談会のほうを設けさしていただ

くものということでございます。 

○議長（沖田  守君）  暫時、ちょっと休憩をいたします。 

午前９時 43分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前９時 48分再開 

○議長（沖田  守君）  会議を再開いたします。副町長。 

○副町長（島田 賢司君）  ただいまつわの暮らし推進課長のほうが説明の中で、１８

日に懇談会に切りかえたいということを申し上げましたけど、実際のところ町のほう

からまだ議長さんのほうへ申し出をしていませんので、一応今回のこの案件について

は取り下げさせていただきまして、了解いただきたいと思います。 

 一応１８日というのは、うちから議員さんのほうへ御理解いただきたいということで

一応予定をしていたことでありますので、もう一度よく検討して、もう一度報告したい

と思いますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  御質問ありませんね。４番、岡田克也君。 

○議員（４番 岡田 克也君）  工事請負費のつわの暮らし推進住宅整備事業の２,８

６２万の内訳を教えてください。もう一度、どうも合計してならないんですけど。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  まず、津和野町高津川流域の木材というこ

とで補正増分が１,１１２万４,０００円、それから合併処理浄化槽の設置にかかる経

費が６４８万円、それから青原地域の排水路整備が１２９万６,０００円、それから

公共建築工事積算基準の改定分が９７２万円ということでございます。 

○議長（沖田  守君）  岡田君、いいですか。 

○議員（４番 岡田 克也君）  はい。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ありませんので、これで質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案件に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、本案件に賛成者の発言を許します。４番、岡田克也君。 



○議員（４番 岡田 克也君）  当初予算からこのたび２,８６２万の補正というまあ、

まことに大きな補正が上がっておりまして、こういうことを繰り返していくと町の財

政も、僕は、やっていけなくなるのではないかと懸念をしております。 

 やはり当初予算の中で、きちっと要るものは精査をして打ち出して、これだけのもの

がこの事業にはかかるということを出して、やっていくべきであると思うわけでありま

すけれども、しかしながら、このたび定住促進というこの住宅を推進していくことにつ

きましては、必要だと思いますので、まあ今回はこのような意見を付しまして、今後こ

のようなことがないように、やはり財政はこれからますます厳しくなります。きちっと

事業をするにも精査をして出していただきたいと思います。 

 意見を付しまして、賛成討論といたします。 

○議長（沖田  守君）  本案件に反対者の討論をお願いします。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  賛成者の討論を求めます。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、討論を終結いたします。 

 これより議案第１０１号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第１０１号平成２６

年度津和野町一般会計補正予算（第３号）は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（沖田  守君）  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 会議を閉じます。 

 平成２６年第６回津和野町議会臨時会を閉会します。御苦労でございました。 

午前９時 53分閉会 

────────────────────────────── 
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